
農業施設学会賞審査委員会規則

昭和 58 年 7 月 25 日 制定

昭和 62 年 7 月 23 日 改正

平成 3 年 7 月 25 日 改正

平成 6 年 1 月 29 日 一部改正

平成 19 年 10 月 27 日 一部改正

１．農業施設学会会則第３条第３号、第 18 条および農業施設学会賞規程第５項第５号の

規程にもとづき、農業施設学会賞審査委員会（以下「審査委員会」という。）の組織お

よび運営については、この規則の定めるところによる。

２．審査委員会は、会長の諮問機関とし、農業施設学会賞受賞候補者の選考を行う。

３．審査委員会の委員は、若干名とし、常任理事会の議を経て会長がこれを依嘱する。

４．審査委員会に委員長（常任理事）１名、幹事１名を置く。

５．委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員

の任期は、前任者の残任期間とする。

６．委員は、学会賞候補の推薦者又は被推薦者となった場合は、委員に留まることはでき

ない。

７．審査委員会は、必要に応じて委員の他に専門委員を依嘱することができる。

８．本学会以外の機関に本学会から受賞候補者を推薦する場合の選考についても、この審

査委員会が行う。

９．この規則に定めるもののほか、審査委員会の議事及び運営に関し、必要な事項は、審

査委員会が定める。

附 則

この規則は、平成 19 年 10 月 27 日から施行する。


